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別表第２活動用下衣の款の次に次の２款を加える。 

統括指揮活動帽 

地 質 
濃紺色の布地とし，前面はオレンジ色を配す

る。 

制 式 

野球帽型とし，前ひさしは，地質と同様とす

る。 

帽の前面に，「ＫＹＯＴＯ ＣＩＴＹ」の文字

及びき章を銀色の糸で，「ＦＩＲＥ ＤＥＰＡＲ

ＴＭＥＮＴ」の文字を赤色の糸でそれぞれ刺し

ゅうし，金色の糸で装飾刺しゅうする。 

帽の左横側に，「ＨＹＰＥＲ ＣＯＭＭＡＮ

Ｄ ＴＥＡＭ」の文字を銀色の糸で刺しゅうす

る。 

形状は，第４図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 衣 

地 質 

紺色の制電性を有する難燃性の布地とし，襟，

袖の外側，肩及び後面の上部にオレンジ色を配

する。 

 

 

 

 

 

ワイシャツカラーとし，掛け合わせにファス

ナーを付ける。 

胸部の左右に各１個のファスナー付きポケッ

トを付け，両玉縁にオレンジ色を配する。 

袖は，長袖とし，袖口にファスナーを付ける。 



 

 

 

 

 

統括指揮活動服 

制 式 後面の上部に「京都市消防局」，「ＫＹＯＴＯ 

ＣＩＴＹ ＦＩＲＥ ＤＥＰＴ．」及び「ＨＹＰ

ＥＲ ＣＯＭＭＡＮＤ ＴＥＡＭ」の文字を紺

色の反射材で入れる。 

胸部の左に胸章並びに所属章及び個人章を付

ける。 

形状は，第５図１のとおりとする。 

胸 章 

別表第１活動服合冬服と同様とする。 所 属 章 

個 人 章 

ズ ボ

ン 

地 質 

別表第１活動服合冬服と同様とする。 制 式 

バ ン ド 

統括指揮隊員腕

紺色の布地の台地に金色の糸で縁取りを，金

色及び銀色の糸で図柄を，金色の糸で「ＫＹＯ

ＴＯ」，「統括指揮隊」及び「Ｈｙｐｅｒ Ｃｏ

ｍｍａｎｄ Ｔｅａｍ」の文字をそれぞれ刺し

ゅうしたものとする。 

統括指揮隊員は，左上腕部に統括指揮隊員腕

章を付ける。 

形状は，第５図２のとおりとする。 

別表第２本部指揮救助活動帽の款中「本部指揮救助活動帽」を「特別高度救

助活動帽」に改め，同款制式の項中「ＫＹＯＴＯ ＣＩＴＹ Ｆ．Ｄ． ＳＵ

ＰＥＲ ＣＯＭＭＡＮＤ ＲＥＳＣＵＥ ＴＥＡＭ」を「ＫＹＯＴＯ ＣＩＴ

Ｙ Ｆ．Ｄ． ＳＵＰＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥＤ ＲＥＳＣＵＥ ＴＥＡＭ」に，

「第４図１」を「第６図１」に改め，同款帽章の項中「第４図２」を「第６図２」

に改める。 

別表第２本部指揮救助活動服の款中「本部指揮救助活動服」を「特別高度救

助活動服」に改め，同款上衣の項制式の目中「ＳＵＰＥＲ ＣＯＭＭＡＮＤ Ｒ

ＥＳＣＵＥ ＴＥＡＭ」を「ＳＵＰＥＲ ＡＤＶＡＮＣＥＤ ＲＥＳＣＵＥ Ｔ



ＥＡＭ」に，「第５図１」を「第７図１」に改め，同款本部指揮救助隊員腕章の

項を次のように改める。 

特別高度救助隊員腕章 

紫がかった濃紺色の布地の台地に赤色及び

黄色の糸で縁取りを，銀色及び金色の糸で図

柄を，オレンジ色，黄色及び銀色の糸で「Ｋ

ＹＯＴＯ」，「特別高度救助隊」及び「Ｓｕｐ

ｅｒ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｒｅｓｃｕｅ Ｔ

ｅａｍ」の文字をそれぞれ刺しゅうしたもの

とする。 

特別高度救助隊員は，左上腕部に特別高度救

助隊員腕章を付ける。 

形状は，第７図２のとおりとする。 

別表第２飛行帽の款制式の項中「第６図１」を「第８図１」に改め，同款帽

章の項中「第６図２」を「第８図２」に改める。 

別表第２飛行服の款上衣の項制式の目中「第７図１」を「第９図１」に改め，

同款ズボンの項制式の目中「第７図２」を「第９図２」に改める。 

別表第２防寒服の款制式の項中「第８図」を「第１０図」に改める。 

別表第２活動服（半袖）の款制式の項中「第９図」を「第１１図」に改める。 

別表第２救急実習服の款制式の項中「第１０図」を「第１２図」に改める。 

別表第２音楽隊被服の款帽子の項合冬帽の目制式の節中「第１１図１（１） 

を「第１３図１（１）」に改め，同目周章の節中「第１１図１（２）」を「第１

３図１（２）」に改め，同款合冬服の項上衣の目制式の節中「第１１図２（１）

ア」を「第１３図２（１）ア」に改め，同目肩章の節中「第１１図２（１）イ」

を「第１３図２（１）イ」に改め，同項ズボンの目制式の節中「第１１図２（２）

ア」を「第１３図２（２）ア」に改め，同目側章の節中「第１１図２（２）イ」

を「第１３図２（２）イ」に改め，同項ネクタイの目中「第１１図２（３）」を

「第１３図２（３）」に改め，同款夏服の項上衣の目制式の節中「第１１図３（１）

及び（２）」を「第１３図３（１）及び（２）」に改め，同項ズボンの目側章の

節中「第１１図３（３）」を「第１３図３（３）」に改め，同款バンドの項中「第

１１図４」を「第１３図４」に改める。 



別表第２中第６図から第１１図までを２図ずつ繰り下げ，同表第５図を次の

ように改める。 

第７図 特別高度救助活動服 

 １ 上衣制式 

 

 

２ 特別高度救助隊員腕章   

     

 

別表第２中第４図を次のように改める。 

第６図 特別高度救助活動帽 

  １ 制式 

 

 

２ 帽章 
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別表第２中第３図の次に次の２図を加える。 

第４図 統括指揮活動帽制式 

   

    

  

    前面に入れる刺しゅう 

     

 

第５図 統括指揮活動服 

 １ 上衣制式 

   

   

 ２ 統括指揮隊員腕章 

      

 

附 則 



（施行期日） 

１ この訓令は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の京都市消防吏員服制規程の規定による本部指揮

救助活動帽及び本部指揮救助活動服は，当分の間，これを使用することが

できる。 

（消防局総務部人事課）    


